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規規 則則

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 十 九 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 十 三 号

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

証 明 手 数 料 徴 収 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 五 の 項 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

別 表 七 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

４ 宅 地 建 物 取 引 業 法 第 二 十 二

条 の 二 第 一 項 の 宅 地 建 物 取 引

主 任 者 証 の 交 付 を 受 け て い る

者 で あ る こ と の 証 明

同 四 百 円

４ 宅 地 建 物 取 引 業 法 第 二 十 二

条 の 二 第 一 項 の 宅 地 建 物 取 引

主 任 者 証 の 交 付 を 受 け て い る

者 で あ る こ と の 証 明

５ 介 護 保 険 法 施 行 令 （ 平 成 十

年 政 令 第 四 百 十 二 号 ） 第 三 十

五 条 の 二 第 一 項 の 介 護 支 援 専

門 員 名 簿 に 登 録 さ れ て い る 介

護 支 援 専 門 員 で あ る こ と の 証

明

同
同

四 百 円

四 百 円

１ 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 一 号 ） 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 建 築 主 事 の 確

認 を 受 け た こ と の 証 明

２ 建 築 基 準 法 第 七 条 第 五 項 の

規 定 に よ り 建 築 主 事 等 が 検 査

済 証 を 交 付 し た こ と の 証 明

３ 建 築 基 準 法 第 七 条 の 三 第 五

項 の 規 定 に よ り 建 築 主 事 等 が

中 間 検 査 合 格 証 を 交 付 し た こ

と の 証 明

４ 文 書 の 受 理 に 関 す る 証 明

５ 県 か ら 補 助 金 の 交 付 を 受 け

て い る 事 業 で あ る こ と の 証 明

６ 医 療 機 関 が そ の 施 設 の 整 備

拡 充 に 要 す る 経 費 に つ い て 独

立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 か ら

融 資 を 受 け る 場 合 に お け る 知

事 の 証 明

７ 環 境 衛 生 関 係 の 営 業 者 又 は

団 体 が そ の 施 設 の 整 備 改 善 に

要 す る 経 費 に つ い て 金 融 機 関

か ら 融 資 を 受 け る 場 合 に お け

る 知 事 の 証 明

８ 薬 事 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律

第 百 四 十 五 号 ） 第 二 十 八 条 第

二 項 の 規 定 に 基 づ く 薬 種 商 試

験 に 合 格 し た こ と の 証 明 及 び

一 件 に つ き

同
同

同
同

同
同

同

四 百 円

四 百 円

四 百 円

四 百 円

四 百 円

四 百 円

四 百 円

四 百 円

七 そ の 他 の 証

明
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同 法 第 三 十 九 条 の 三 第 一 項 の

規 定 に よ る 届 出 を 受 理 し た こ

と の 証 明

９ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年

法 律 第 百 号 ） 第 二 十 九 条 第 一

項 若 し く は 第 二 項 、 第 三 十 五

条 の 二 第 一 項 、 第 四 十 一 条 第

二 項 、 第 四 十 二 条 、 第 四 十 三

条 第 一 項 又 は 第 五 十 三 条 第 一

項 の 規 定 に 適 合 し て い る こ と

の 証 明
家 畜 伝 染 病 予 防 法 （ 昭 和 二10

十 六 年 法 律 第 百 六 十 六 号 ） 第

四 十 五 条 の 規 定 に 基 づ く 輸 出

検 査 申 請 に 必 要 な 同 法 第 二 条

に 規 定 す る 家 畜 伝 染 病 が 発 生

し て い な い こ と の 証 明

輸 出 す る 食 品 が 衛 生 的 に 製11
造 、 加 工 、 処 理 又 は 保 管 さ れ

た 食 品 で あ る こ と の 証 明

同
同

同

四 百 円

四 百 円

四 百 円

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

告告 示示

宮崎県告示第 258号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第１項の規定

により、身体障害者手帳の交付申請に要する診断書を作成する医師

を次のとおり指定した。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

宮崎県告示第 259号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡美郷町西郷区山三ケ字中

山1978、1981－１、1981－５から1981－８まで、1981－10、1999、

2003－１、2003－３、2018－１、2018－３、2020－１、2040－１、

2040－５、2040－８、2040－10、2047－２、2047－３、2053－２、

2061、2080－１、2080－３、2084－１、2089－１、2089－３、20

89－５、2089－７、2089－９、2089－10、2094－４、2095－２、

2095－３、2098－１、2098－４、2105、2106－１、2106－３、21

10

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに美郷町役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 260号

牛、馬、豚、鶏及びみつばちの監視伝染病の発生を予防するため

の検査を次のとおり実施するので、家畜伝染病予防法（昭和26年法

律第 166号）第５条第１項の規定により、検査の対象となる牛、馬、

豚、鶏及びみつばちの所有者に対し当該検査を受けることを命ずる。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

指定年月日診療科目

従事する医療機関

医師の氏名

所在地名 称

平成19年３

月１日

外科日之影

町

日之影町国

民健康保険

病院

猪 須 隆 典

〃耳鼻咽喉

科

日南市井藤耳鼻咽

喉科

井 藤 健

実施の期日実施する区域検査の方法家畜の範囲監視伝染病の種類家畜の種類

平成19年

４月２日から

平成20年

３月31日まで

県内一円ブルセラ急速凝集反応１ 搾乳の用に供し、又は供する目

的で飼育する雌牛

２ 種付けの用に供し、又は供する

目的で飼育している雄牛

３ 前２号の牛と同一施設内で飼育

している牛

４ 実施区域内で飼育されている牛

ブルセラ病牛

平成19年３

月１日

内科都城市独立行政法

人国立病院

機構都城病

院

小 柳 左 門

〃内科

循環器科

日南市医療法人芳

潤会藤浦循

環器科内科

クリニック

藤 浦 芳 丈
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で、家畜保健衛生所が検査牛とし

て選定した牛

ツベルクリン皮内反応１ 搾乳の用に供し、又は供する目

的で飼育する雌牛

２ 種付けの用に供し、又は供する

目的で飼育している雄牛

３ 前２号の牛と同一施設内で飼育

している牛

４ 実施区域内で飼育されている牛

で、家畜保健衛生所が検査牛とし

て選定した牛

結核病

一般臨床検査及び抗体

検査又は細菌検査

実施区域内で飼育されている牛で、

家畜保健衛生所が検査牛として選定

した牛

ヨーネ病

一般臨床検査及び抗体

検査

実施区域内で飼育されている牛で、

家畜保健衛生所が検査牛として選定

した牛

ブルータング

アカバネ病

チュウザン病

牛白血病

アイノウイルス感染症

イバラキ病

牛流行病

エライザ検査月齢又は推定月齢が満24月以上で、

家畜保健衛生所が検査牛として選定

した死亡牛

牛海綿状脳症

一般臨床検査及び寒天

ゲル内沈降反応検査

実施区域内で飼育されている馬で、

家畜保健衛生所が検査馬として選定

した馬

馬伝染性貧血馬

一般臨床検査及び抗体

検査又は細菌検査

馬パラチフス

一般臨床検査及び細菌

検査

馬伝染性子宮炎

一般臨床検査及び抗体

検査

実施区域内で飼育されている豚で、

家畜保健衛生所が検査豚として選定

した豚

オーエスキー病豚

伝染性胃腸炎

豚繁殖・呼吸障害症候群

豚流行性下痢

豚コレラ

一般臨床検査及び抗体

検査

実施区域内で飼育されている鶏で、

家畜保健衛生所が検査鶏として選定

した鶏

ニューカッスル病鶏

家きんサルモネラ感染症

鶏マイコプラズマ病

高原病性鳥インフルエン

ザ

一般臨床検査及び細菌

検査

実施区域内で飼育されているみつば

ちで、家畜保健衛生所が検査みつば

ちとして選定したみつばち

腐蛆病みつばち

宮崎県土地利用基本計画（昭和56年宮崎県告示第 746号）を平成

19年３月７日変更したので、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）

第９条第14項において準用する同条第13項の規定により、その要旨

を次のとおり公表する。

なお、変更に係る土地利用基本計画図は、宮崎県地域生活部地域

振興課並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供す

る。

公公 告告
平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 変更の理由

計画図

茨 農業地域として総合的に農業の振興を図る必要がある地域が

生じたため、農業地域を変更する。

芋 森林地域として林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増

進を図る必要がなくなった地域が生じたため、森林地域を変更

する。

２ ５地域区分の変更の概要（面積は、計画図により計測したもの）
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茨総括表 （単位：ヘクタール）

芋 変更内容の地域区分別概要 （単位：ヘクタール）

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

山之口土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

変更後の面積
変 更 面 積

変更前の面積区 分

差 引減増

88,734－－－88,734都市地域

306,3384－4306,334農業地域

591,967△1010－591,977森林地域

95,842－－－95,842自然公園

地 域

192－－－192自然保全

地 域

1,083,073△ 61041,083,079計

6,6444－46,640白地地域

変 更 面 積

関係市町村名
変更に係る

５地域の名称 差 引減増

4－4都 城 市農 業 地 域

△ 6

△ 4

6

4

－

－

宮 崎 市

串間市・南郷町

森 林 地 域

住 所氏 名役名

都城市山之口町富吉3943北 園 紘 美理 事 長

都城市山之口町花木 781－４川 内 辰 雄副理事長

都城市山之口町富吉4033中 園 軍 二会計理事

都城市山之口町花木2054迫 園 正 男理 事

都城市山之口町富吉2389田 上 義 行理 事

都城市山之口町花木2038－５蔵 屋 悟理 事

都城市山之口町花木1648連 城 守理 事

都城市山之口町花木2039－５藏 屋 信 雄総括監事

都城市山之口町花木1595蔵 屋 米 昭監 事

都城市山之口町富吉3981－１北 園 敏 夫監 事

（任期：平成23年１月10日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に

より、横市地区表・母智丘谷換地区県営土地改良事業（都城市、県

営経営体育成基盤整備事業）に係る換地処分をした。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に

より、内山地区県営土地改良事業（宮崎市、県営経営体育成基盤整

備事業）に係る換地処分をした。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定に

より、高崎地区木下換地区県営土地改良事業（都城市、県営中山間

地域総合整備事業）に係る換地処分をした。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第96条の２第５項において

準用する同法第８条第１項の規定により、高千穂町が行う土地改良

事業（烏岳・有富地区、元気な地域づくり交付金）の施行協議を適

住 所氏 名役名

都城市山之口町富吉3943北 園 紘 美理 事 長

都城市山之口町花木 781－４川 内 辰 雄副理事長

都城市山之口町富吉4033中 園 軍 二会計理事

都城市山之口町花木1339中 園 克 己理 事

都城市山之口町花木2054迫 園 正 男理 事

都城市山之口町花木2038－５蔵 屋 悟理 事

都城市山之口町富吉2389田 上 義 行理 事

都城市山之口町花木2039－５藏 屋 信 雄総括監事

都城市山之口町花木1595蔵 屋 米 昭監 事

都城市山之口町富吉3981－１北 園 敏 夫監 事
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当と決定した。

なお、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 縦覧に供する書類

決定に係る土地改良事業計画書写し

２ 縦覧期間

平成19年３月19日から平成19年４月17日まで

３ 縦覧場所

高千穂町役場

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第59条第２項の規定による

次の都市計画事業の認可を受けたので、同法第66条の規定により、

公告する。

平成19年３月19日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 都市計画事業の種類及び名称

宮崎広域都市計画道路事業 ３・４・60号 木花通線

２ 施行者の名称

宮崎県

３ 事務所の所在地及び名称

宮崎市橘通東１の９の10 宮崎県宮崎土木事務所

４ 事業地

収用の部分

宮崎県宮崎市大字熊野字正蓮寺地内

公安委員会規公安委員会規則則

宮 崎 県 警 察 職 員 の 定 員 の 配 分 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 十 九 日
宮 崎 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 々 木 文 雄

宮 崎 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

宮 崎 県 警 察 職 員 の 定 員 の 配 分 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則

宮 崎 県 警 察 職 員 の 定 員 の 配 分 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 七 年 宮 崎 県

公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 中 「 事 務 吏 員 」 を 「 事 務 職 員 」 に 、 「 技 術 吏 員 」 を 「 技 術 職

員 」 に 、 「 そ の 他 の 職 員 」 を 「 そ の 他 職 員 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

宮崎県選挙管理委員会告示第17号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を

超える場合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）の数は、平成

19年３月２日現在次のとおりである。

平成19年３月19日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18,828人

選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を超える場

合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）の数 223,566人

宮崎県選挙管理委員会告示第18号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を超える場合にあ

つては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数）の数は、平成19年３月２日現

在次のとおりである。

平成19年３月19日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

宮崎市（宮崎市田野町、宮崎市佐土原町、宮崎市高岡町の区域を

除く。）選挙区 83,014人

都城市（都城市山之口町、都城市高城町、都城市山田町、都城市

高崎町の区域を除く。）選挙区 35,711人

延岡市（延岡市北方町、延岡市北浦町の区域を除く。）選挙区

32,972人

日南市（南那珂郡南郷町及び北郷町の区域を含む。）選挙区

16,946人

小林市（小林市須木の区域を除く。）選挙区 10,701人

日向市（日向市東郷町の区域を除く。）選挙区 15,843人

串間市選挙区 6,268人

西都市（児湯郡西米良村の区域を含む。）選挙区 9,836人

えびの市選挙区 6,550人

宮崎郡（宮崎市田野町、宮崎市佐土原町の区域を含む。）選挙区

19,618人

北諸県郡（都城市山之口町、都城市高城町、都城市山田町、都城

市高崎町の区域を含む。）選挙区 17,139人

西諸県郡（小林市須木の区域を含む。）選挙区 6,154人

東諸県郡（宮崎市高岡町の区域を含む。）選挙区 11,483人

児湯郡（西米良村の区域を除く。）選挙区 20,533人

東臼杵郡（延岡市北方町、延岡市北浦町、日向市東郷町の区域を

含む。）選挙区 14,163人

西臼杵郡選挙区 6,870人

宮崎県選挙管理委員会告示第19号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を

超える場合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）の数は、平成

19年３月５日現在次のとおりである。

平成19年３月19日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18,828人

選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を超える場

合にあつては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３

分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）の数 223,565人
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宮崎県選挙管理委員会告示第20号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１（その総数が40万を超える場合にあ

つては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数）の数は、平成19年３月５日現

在次のとおりである。

平成19年３月19日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

西諸県郡（小林市須木の区域を含む。）選挙区 6,153人

宮崎県選挙管理委員会告示第21号

個人演説会、政党演説会又は政党等演説会に使用できる施設とし

て市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成18年宮崎県選挙管理

委員会告示第65号）の一部を次のように改正する。

平成19年３月19日

宮崎県選挙管理委員会委員長 若 友 慶 二

市町村の選挙管理委員会が指定した個人演説会等公営施設一覧中

「（平成18年12月31日現在）」を「（平成19年３月２日現在）」に

「

」

を

「

」

に改め、

「

」

、

「

」

、

「

」

、

「

」

、

「

」

及び

「

」

を削り、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

500〃 田野町2818番地宮崎市田野公民館

500〃 田野町2818番地宮崎市田野文化会館

200〃 山之口町花木1934番地１都城市山之口勤労福

祉センター

200〃 山之口町富吉3491番地都城市山之口健康増

進センター

200〃 山之口町富吉1572番地７都城市上富吉地区体

育館

1,400〃 高城町穂満坊46番地２都城市高城体育館

900〃 高城町石山1109番地３都城市高城勤労者体

育センター

300〃 山田町山田3881番地７都城市山田総合セン

ター

100〃 大字広原3595－２下広原公民館

100〃 大字広原3595番地２下広原公民館

130〃 大字後川内4203番地の１下後川内多目的集会

施設

130〃 大字後川内4203番地１下後川内多目的集会

施設

100〃 大字蒲牟田 563－６花堂むらおこしセン

ター

100〃 大字蒲牟田 563番地６花堂むらおこしセン

ター

80〃 大字蒲牟田4901－２番地湯之元集落センター

80〃 大字蒲牟田4901番地２湯之元集落センター

40〃 大字後川内5623－３番地川平多目的研修集会

施設

40〃 大字後川内5623番地３川平多目的研修集会

施設

100〃 大字不土野1009番地ノ二向上児童館

100〃 大字不土野1009番地ノ２向山児童館
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に改め、

「

」

及び

「

」

を削り、

「

」

の次に

「

」

を加える。

宮崎県収用委員会告示第１号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成19年３月19日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（高鍋インターチェン

ジ（仮称）から西都インターチェンジまで）並びにこれに伴う

町道及び農業用道路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江

４ 土地所有者の氏名及び住所

木浦正幸

宮崎県児湯郡木城町大字椎木4540番地の２

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

宗教法人聖正教

鹿児島県鹿児島市本城町679番地５

条件付所有権移転仮登記（平成14年12月2日受付第13388号）

惠 直子

兵庫県神戸市中央区楠町八丁目13番２号

根抵当権（平成14年12月３日受付第 13399号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成19年3月8日

宮崎県収用委員会告示第２号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成19年３月19日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（高鍋インターチェン

ジ（仮称）から西都インターチェンジまで）並びにこれに伴う

町道及び農業用道路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江

４ 土地所有者の氏名及び住所

宇治橋聖

宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋12013番地

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

新日本建設株式会社

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番35号

地上権設定仮登記（平成15年４月８日受付第3576号）

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成19年３月８日

70〃 大字不土野 142番地２尾前集会センター

100〃 大字大河内1012番地96大河内生活改善セン

ター

50〃 大字下福良2226尾八重集落センター

70〃 大字大河内 918－１本郷地区集会所

収用委員会告収用委員会告示示

裁決手続の開
始を決定する
面積（愛）

地 積（愛）地 目

地番字

実 測公簿現 況公簿

118.17326.99327畑畑4005番

１

野 首

267.05666.77666畑畑4043番

１

野 首

裁決手続の開
始を決定する
面積（愛）

地 積（愛）地 目

地番字

実 測公簿現 況公簿

514.501,159.811,136畑畑4042番

１

野 首

268.02268.02268畑畑4042番

２

野 首
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